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は じ め に 

       

 

 平成１８年版営繕年報の発刊にあたり、ご挨拶申し上げます。 

公共建築は、安全で使いやすく、誰もが使用できる施設であることが求められて

おり、一方で、まちづくりの核としての役割も担っていると認識いたしております。 

経済状況が低迷する中、効率的な公共施設整備が求められており、営繕工務課と

いたしましても、施設整備にあたっては、維持保全経費を含む総費用のコスト削減、

環境負荷の低減、耐震補強工事・バリアフリー化の推進、ストックマネジメント等

の提案を行ってまいりたいと考えております。 

当課は単に建設事業に係わるのみならず、企画から保全までを総合的に携わるプ

ロジェクトマネージャーとしての役割を果たさなければなりません。 

市民の皆様に気持ちよく利用していただけるような、また、災害時の安全な避難

所として多様なニーズが反映された公共建築を提供するために、なお一層努力して

まいりたいと考えております。 

本報は、平成１７年度に完成をみました施設と、営繕工務業務の内容と流れ、営

繕工務事業全般の概要をまとめたものです。ご高覧いただければ、幸に存じます。 

 今後とも、営繕行政について深いご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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 □公共建築の建設にあたっては、企画・構想・計画段階
　 から、建設目的を明確にして適切な条件整備をはかっ
 　ていくことが、何よりも大切です。

 □これが、不十分なまま計画を進めていくと、作業の手
 　戻りや設計変更が生じ、事業執行に多大な支障をきた
 　し、結果的に予算の効率的執行を阻害することになり
   ます。

 □事業を効率よく実施するためには、事業立案当初の段
 　階から、主管課と営繕工務課が緊密な協力関係をもっ
 　て、計画を進めていくことが欠かせません。

 □営繕工務課では企画・構想・計画段階で十分な検討が
 　必要な事項について、主管課の方々に、技術的視点を
 　中心に幅広い観点から協力をしてまいりたいと考えて
 　おります。

 □営繕工務課では主管課からの依頼に基づき、建設費の
 　予算要求をするための、『営繕計画工事費積算書』を
 　作成しています。

 □これは各課の事業計画に基づき、ヒアリング、現場調
 　査などを行いながら、建設工事費、測量調査・地盤調
 　査委託料、設計・工事監理委託料などを算出し、工事
 　にかかる費用を、工事予算見積り調書として回答する
 　ものです。

 □これらの算出にあたっては、市が進める各種施策の反
 　映、市立施設としての一定水準の確保や、類似施設間
 　における機能やグレードなどに大きな違いを生じさせ
 　ない観点にたって実施しています。

公共建築物の建設にあたっては、企画・構想・計画、設計、積算、契約、工事監理、検査、保

全といった一連の業務が円滑に進められる必要があります。

ここでは、今後の施設づくりの参考にしていただくために、営繕工務業務の主な内容を説明さ

せていただきます。

営繕工務業務の内容と流れ

 １．企画・構想・計画  企画・構想・計画　の重要性

 ２．工事予算の見積り



　　　基本設計  □設計段階では、企画・構想・計画を基に、工事の発注
　　　実施設計  　に必要な設計図書や仕様書の作成、法規制手続き、発

 　注予定価格を決めるための工事費積算などを行います。

 □この業務にあたっては、事務の能率化や施設の一定水
 　準の保持、福祉のまちづくりや都市景観、耐震対策等
 　市が推進する施策を施設建設に的確に反映させるため
 　様々な基準・指針などによって設計することが必要で
 　す。
 □設計基準としては、次の様なものがあります。
 　・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説
 　・建築構造設計基準及び同解説
 　・構造計算指針
 　・環境配慮型官庁施設設計指針
 　・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの街づくり施設整備マニュアル（四日市市)
 　・省エネルギー建築設計指針
 　・四日市市都市景観条例に基づく大規模建築物等景観
 　　誘導マニュアル
 　・建築設備設計基準
 　・建設リサイクル法

 □設計は、施設に求められる多種多様で、具体的かつ詳
 　細な条件に基づき行われ、その期間も限られています
 　この段階で、その施設の生涯が決まります。従って、
 　与条件についても慎重な検討が必要であり、作業の手
 　戻りが生じないよう配慮していかなければなりません。

 □施設周辺住民へも、計画を説明し理解と協力を得る必
 　要があります。このためには、主管課との緊密な協力
 　関係に基づいて、効率的に協議・調整を行う必要があ
 　ります。

 □建設工事が、契約関係図書（工事請負契約書、設計図
 　仕様書等）に基づき、安全でかつ適正に行われるよう
 　工事現場には監督職員を派遣し監理しています。これ
 　は、施設の品質確保を図ること等を目的に、施工者、
 　設計者と工事の全般にわたり、連絡・調整や指導を行
 　うものです。

 □また、完成後の施設の維持管理計画を事前に立ててお
 　くためには、工事途中の現場の状況を調査することが
 　必要な場合もあります。

 □営繕工務課の具体的業務は次の様なものがあります。
 　・安全監理
 　・品質監理
 　・工程監理
 　・工事出来高検査
 　・設計変更手続き
 　・近隣住民等との調整

 ３．設　　計  各種の基準による設計

 設計条件の整理

 ４．工事監督業務  工事の監督



 ５．工事完了後  □工事完了後は、各種検査を受けた後、主管課への引継
の引継ぎ  　が行われます。この際には、施設の保全・維持管理が

 　良好にできるよう、機器類の運転や取扱い方法等につ
 　いての、詳細な説明を可能な限り、わかり易く行って
 　います。

 □この他、工事に係わる全ての書類も引き継がれます。
 　例えば、施工伺等の工事関係書類、竣工図、法手続き
 　関係書類、建物の模型や竣工写真等などです。

 □建物が建設されてから、その役割を終了して解体され
 　るまでの期間は、大変長期にわたります。従って人間
 　が年齢を経るごとに、身体のどこか一部に不具合が表
 　れてくるのと似たような症状が建物にも生じます。こ
 　うした建物における各部分の仕上げ材や、機器類等の
 　劣化や損耗等について、放置しておくと、落下事故や
 　漏水或いは機器類の不良運転などを生じ、また時には
 　大事故につながりかねず、施設の運営に重大な影響を
 　及ぼします。

 □これらのことが起きないように管理していくためには
 　的確な保全計画（ストックマネジメント）を行い、計
 　画的な補修工事・改修工事を行うことが、建物の寿命
 　を延ばすこととなり、常に良好な状態で建物を使用で
　 きます。

 □公共建築物は、市民の貴重な財産であります。
　 従って、市民がいつでも快適に利用できるよう、常に
 　市民サービスの向上に心がけている必要があります。
 　例えば、建物の床や壁、天井などが清潔で、照明器具
　 の照度が適切で、空調機器の温度設定も良好であれば
 　利用する市民に、安全で快適な環境をサービスするこ
　 とになります。

 □建物等が企画されてから、計画、設計、工事、保全維
 　持管理段階を経て、その役割を終えて解体されるまで
 　の生涯にわたり掛かるトータル費用を、ライフサイク
 　ルコスト（ＬＣＣ）と呼んでいます。

 □企画・計画段階から将来を見通した計画や設計を行っ
 　ていくのは勿論ですが、適切な建物・構造物の管理に
 　よる経費低減効果に留意していく必要があります。

 □従来は、建物や設備機器等に異常が生じてから、始め
 　て修繕や補修等を行う事後保全の考え方が、多く見ら
 　れました。

 □しかし、維持管理経費の低減を有効に実施するために
 　は、建物毎に事前に保全計画を立て、これに基づいて
 　計画的な保全を推進していく「予防保全」に、重点を
 　置く考え方に転換していき、ストックマネジメントを
　 進めていく必要があります。

 いつまでも快適な施設とするために

 施設の維持管理経費の低減のために
〔ストックマネジメントの推進〕

 ６．施設の維持保全  ストックマネジメントの必要性について



（単位：千円）

総 務 部 0 0 4 2,752,684 3 12,184 3 12,184 1 2,740,500

市 民 文 化 部 0 0 8 104,676 8 104,676 8 104,676 0 0

保 健 福 祉 部 0 0 6 43,214 6 43,214 6 43,214 0 0

商 工 農 水 部 1 4,015 13 254,528 12 228,207 13 232,222 1 26,321

環 境 部 0 0 4 42,141 4 42,141 4 42,141 0 0

都 市 整 備 部 1 3,246 9 109,844 9 109,844 10 113,090 0 0

教 育 委 員 会 1 4,540 30 929,095 30 921,698 31 926,238 1 7,397

楠 総 合 支 所 0 0 4 346,420 4 346,420 4 346,420 0 0

合 計 3 11,801 78 4,582,602 76 1,808,384 79 1,820,185 3 2,774,218

平成１７年度部別営繕工事執行状況

区 分

１ ７ 年 度 執 行 額

前年度からの債務
（ 繰 越 ） 額 (A)

当 該 年 度
契 約 額

当 該 年 度 内
執 行 額 ( B )

執 行 額 計
( A + B )

翌 年 度 以 降
債 務 （ 繰 越 ） 額



平成１７年度　主要営繕工事の紹介
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